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 八王子市内のフリースクールを対象に面接調査を実施した。現在の教育制度では対応が困難な発達障害

の特性のある不登校の児童・生徒に多様な学びの居場所を提供するには、民間の支援団体が直面する資源

確保の課題解決、スクールソーシャルワーカーの育成、官民の連携が重要であることが明らかとなった。 
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１. はじめに 

不登校を経験する児童・生徒の中には、発達障害

の特性を有し、学びの困難さや対人関係への苦手意

識などが不登校のきっかけとなる場合がある。加茂

ら（2010）によれば、不登校と発達障害の関連性は

1980 年代頃から指摘されており、医療機関での実態

調査を中心に両者の関連性が高いことが認められて

いる。また、不登校のきっかけには、発達特性や気

質による要因と、児童・生徒を取り巻く環境の要因

があり（梶原,2024）、学校という環境に馴染めず生き

づらさを抱える児童・生徒が安心して学べるように

するためには、学校以外の居場所を整え、多様な学

習機会を提供する必要があると考えられる。 

 

２．研究背景  

（１）東京都の取り組み 

今年度から、都内のフリースクール等の利用者及

び事業者に向けて、経済的な負担の軽減を目的とし

て助成制度が開始された。利用者には 1 人につき月

額最大 2 万円が助成されることになり、事業者には

活動に係る経費の補助や専門知識を活用した支援メ

ニューの提供が始まった。 

（２）八王子市の現状・取り組み 

2021 年度における市立小・中・義務教育学校の不

登校児童・生徒数は 1,489 人であった（八王子市教

育委員会,2023）。そのうち、学校だけでは対応が困難

なケースが増加しており、学校外でも相談・指導を

受けられる機会を拡充する必要性が指摘されている。   

2021 年には、不登校児やその保護者を支えるため

の八王子不登校支援ネットワーク PLUS PATH が設

立され、フリースクールや子ども食堂などの支援団

体間での情報交換が可能となった。また、八王子市

教育委員会は「つながるプラン」を発表し、不登校

総合対策の推進を図っている。 

 

３．研究目的 

本研究の目的は、八王子市において現行の制度の

狭間に置かれた発達障害の特性を有する不登校の児

童・生徒に対して、多様な特性に応じた支援の在り

方と今後の課題について検討することである。 

 

４．研究方法 

八王子不登校支援ネットワーク PLUS PATH に加

盟するフリースクール「ならはらの森なかの学舎」

を対象に、半構造化面接調査を実施した。面接内容

は研究協力者の許可を得て録音し、逐語録を作成し

た。ローデータの意図を解釈して抽象化し要約した

うえでコード化し、関連する複数のコードをさらに

C132 大学コンソーシアム八王子第16回学生発表会



抽象化し、カテゴリ化を行った。 

 

５．倫理的配慮 

本研究は、法政大学「人を対象とする研究倫理」

規程に基づき、対象者には研究の目的や方法、個人

情報の保護、研究成果の発表について書面で説明し、

調査協力への同意を確認した上で実施した。 

 

６．調査結果 

（１）ならはらの森なかの学舎の取り組み 

当法人の事業は大きく 3 つに分かれる。1 つ目は

フリースクールであり、学校に居場所を見出しにく

い子どもたちが集い、自由に学べる居場所を提供し

ている。また、不登校や引きこもり、発達障害など

で悩む本人やその家族に対する相談支援も行ってい

る。2 つ目はプレイパークの開放で、子どもたちが自

由に遊べる場所と機会を提供している。3 つ目は、プ

レイパークの開放に合わせて毎月第 3土曜日に子ど

も食堂を開催している。 

（２）支援における課題 

調査の結果、八王子市における発達障害の特性を

有する不登校の児童・生徒に対する支援には、4 つの

主要な課題があることが分かった。 

1 つ目は、多様な特性を持つ児童・生徒に対する公

的な支援が限定的である点だ。具体的には、公的に

利用可能な教育環境は学校に限られ、学校に通えな

い児童・生徒は公的な教育サービスから排除される

ことが指摘された。その状況を改善するためには、

民間支援団体が大きな役割を担っているが、人手不

足や拠点の確保が喫緊の課題となっているほか、寄

付がないと活動継続が困難な現状も明らかになった。 

2 つ目は、支援実施に際して福祉職との連携が十

分に機能していない点である。教育現場での福祉職

であるスクールソーシャルワーカー（以下 SSW）は、

問題を抱える児童・生徒の家庭、学校、地域関係機

関をつなぐコーディネーターとして重要な役割があ

る一方で、市内での SSW の数が少なく、その役割に

対する認知度も低いことが指摘された。 

3 つ目は、八王子不登校支援ネットワーク PLUS 

PATH に加盟していない支援団体が多く、加盟団体

との連携が取りにくい現状があることである。 

4 つ目は、学校の支援体制としてスペシャルサポ

ートルーム（別室登校）が設けられているものの、

児童・生徒にとって有意義な学びの機会が提供され

ていない学校が存在する点である。今後は、公教育

と民間支援団体が互いの知見を相互に取り入れ合い

つつ、支援の質を向上させることが期待される。 

 

７．考察 

調査結果から、民間フリースクールが活動を継続

するうえで、人手不足や拠点確保が課題として明ら

かになった。今年度から東京都では補助金事業が開

始されたが、安定した運営のためには、他の資源確

保の手段を検討する必要がある。例えば、拠点確保

の課題に対しては、市内で増加している空き家の活

用が考えられる。 

加えて、SSW の担い手の育成が必要である。現状

として SSW の雇用形態はほとんどが非正規雇用で

あるが、今後は SSW の役割の重要性に対する理解を

深める啓発活動や、雇用形態の見直しが求められる。 

さらに、不登校の児童・生徒への支援には、教育

行政が多様な居場所支援を先行して行う民間支援団

体との連携体制を整え、相互に支援のノウハウを学

び合うことが重要であると考えられる。 
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